
報告案件 １          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  柏共同ビル                              
２ 所在地         柏市柏一丁目８２２番地２２号ほか 
３ 建物設置者       株式会社新星堂 代表取締役 砂田浩孝ほか  
４ 小売業者名       株式会社新星堂 (業種：音楽映像ソフト小売) ほか  
５ 変更しようとする事項 
（１）駐車場の位置及び収容台数 

（変更前）  ３か所 １７８台  
（変更後）  ２カ所 １３２台 

（２）小売業を行う者の閉店時刻 
   （変更前）  午後１０時（年間１０４日に限り午後１０時３０分） 

 （変更後）  午前２時 
（３）来客が駐車場を利用することができる時間帯 

    （変更前）  午前９時３０分 ～ 午後１０時３０分（年間１０４日に限り午後１１時） 
    （変更後）  午前９時３０分 ～ 午前２時３０分 
 （４）駐車場の自動車の出入口の数および位置 

（変更前）  ７か所 
（変更後）  ５か所 

６ 変更年月日 （１）、（４）  平成１８年７月１日 

         （２）、（３）  平成２３年４月１日 
７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月４日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年２月１８日～平成２３年６月１８日 
（３）説明会       平成２３年３月３１日 柏商工会議所会館   
８ 市町村・住民等の意見 
（１）柏市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 
 
 

１ 店舗面積：３，５０６㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１３２台 

３ 駐輪場の収容台数：２００台 

４ 荷さばき施設の面積：４４㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１６㎥ 

６ 開店時刻：午前１０時 

閉店時刻：翌午前２時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時３０分～翌２時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：５か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

午前６時～午後１０時 



第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年７月１１日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、駐車場及びその出入口の位置及び収容台数の変更と、一部小売業者の閉店時刻及びそれに伴う駐車場利用時間の変更であり、利用状況調査等

により変更内容を確認したところ、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 
（２）法第８条第１項に基づく柏市及び同条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 
（３）千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 



報告案件 ２          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  柏髙島屋ステーションモール                              
２ 所在地         柏市末広町１番地７ほか 
３ 建物設置者       東武鉄道株式会社 代表取締役 根津嘉澄ほか  
４ 小売業者名       株式会社髙島屋 (業種：百貨店) ほか  
５ 変更しようとする事項 
（１）駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） ９か所 １，４７９台 
（変更後） ８カ所 １，３４１台 

 （２）駐車場の自動車の出入口の数および位置 
（変更前） １２か所 
（変更後） １１カ所 

６ 変更年月日   平成２３年１１月３日 

７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年３月２日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年３月１８日～平成２３年７月１８日 
（３）説明会不要協議承認 平成２３年３月２３日 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）柏市の意見    なし 
（２）住民等の意見   なし 
 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年８月８日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、第５駐車場を閉鎖し駐車台数を減少するものですが、年間を通じて駐車場の最大 
滞留台数が１，００８台であることから十分に駐車需要に対応することが可能であり、交通渋 
滞や騒音等による周辺地域の生活環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 

（２）法第８条第１項に基づく柏市及び同条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 
（３）千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：４８，６９８㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１，３４１台 

３ 駐輪場の収容台数：９２９台 

４ 荷さばき施設の面積：９４５㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：４６２㎥ 

６ 開店時刻：午前１０時 

閉店時刻：午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時３０分～午後１０時 

８ 駐車場の出入口の数：１１か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

午前５時～午後１０時 



報告案件 ３          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  イオン銚子ショッピングセンター                              
２ 所在地         銚子市三崎町 2 丁目２６９８番４ほか 
３ 建物設置者       イオンリテール株式会社 代表取締役 村井正平 
４ 小売業者名       イオンリテール株式会社ほか(業種：食料品、衣料品、日用雑貨ほか)  
５ 変更しようとする事項 
（１）駐車場の位置 

    （変更前）  ２，６９８台 
   （変更後）  ２，６９８台（位置の変更） 
（２）駐車場の出入口の数及び位置 

    （変更前）  １５か所 
    （変更後）  １８か所 
 ６ 変更年月日  平成２３年３月１４日          

７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月２１日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年３月１１日～平成２３年７月１１日 
（３）説明会       平成２３年３月４日不要協議承認  
８ 市町村・住民等の意見 
（１）銚子市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年８月４日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、駐車場の位置及び出入口の変更で、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 
（２）法第８条第２項に基づく銚子市からの意見、同条第２項に基づく住民等の意見がともになかったこと。 
（３）千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：３３，１００㎡ 

２ 駐車場の収容台数：２，６９８台 

３ 駐輪場の収容台数：２８５台 

４ 荷さばき施設の面積：８７２㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：３９㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

      （年間１日に限り午前５時） 

  閉店時刻：午後１１時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時～午前０時 

（年間 1 日に限り午前 4 時 30 分～午前 0 時） 

８ 駐車場の出入口の数：１８か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～翌午前６時 



報告案件 ４          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  サンウェルショッピングプラザ                              
２ 所在地         習志野市東習志野７丁目６１６番地１ほか 
３ 建物設置者       住友信託銀行株式会社 代表取締役 常陰 均  
４ 小売業者名       株式会社イトーヨーカ堂(業種：総合店) ほか 
５ 変更しようとする事項 

荷さばきを行うことのできる時間帯 
    （変更前） 午前６時から午後１０時 

   （変更後） 午前４時から午後１０時 
 ６ 変更年月日      平成２３年３月３１日 

７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月２８日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年３月１１日～平成２３年７月１１日 
（３）説明会       平成２２年３月２２日 不開催事由等報告書受理 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）習志野市の意見   なし 
（２）住民等の意見    なし 
 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年７月１２日通知 
  ＜理由＞ 
（１）この届出は、荷さばき作業時間を早朝に繰り上げるものですが、夜間の騒音レベルの最大値が 

基準値を上回るものの、保全対象側において現況騒音が予測値を上回っており、周辺地域の生活 
環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 

（２）法第８条第１項に基づく習志野市及び同条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１６，３８９㎡ 

２ 駐車場の収容台数：９２９台 

３ 駐輪場の収容台数：１０１台 

４ 荷さばき施設の面積：７０７㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１２１．６㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

閉店時刻：午後１１時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後１１時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：６か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

午前４時～午後１０時 



報告案件 ５          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  キッコーマンプラザ流山                              
２ 所在地         流山市流山９丁目５００番３３ 
３ 建物設置者       キッコーマン株式会社 代表取締役 染谷光男 
４ 小売業者名       株式会社イトーヨーカ堂ほか 
              (業種：食料品、衣料品中心のショッピングセンター)  
５ 変更しようとする事項 
（１）荷さばき可能時間帯 

    （変更前）  午前 6 時から午後 10 時 
   （変更後）  午前４時から午後 10 時 

 ６ 変更年月日  平成２３年３月３１日          
７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月２８日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年３月１１日～平成２３年７月１１日 
（３）説明会       平成２３年３月２２日不開催報告（震災のため来場者の安全確保が困難）  
８ 市町村・住民等の意見 
（１）流山市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年７月１２日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、荷さばき時間の変更で、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 
（２）法第８条第２項に基づく流山市からの意見、同条第２項に基づく住民等の意見がともになかったこと。 
（３）千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１４，３００㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１，０１４台 

３ 駐輪場の収容台数：８２１台 

４ 荷さばき施設の面積：４４８㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：２２６㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後１１時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午前１１時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：４か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前４時～午後１０時 



報告案件 ６          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  津田沼ショッピングスクエア（津田沼 12 番街ビル）                              
２ 所在地         習志野市津田沼１丁目２０３９番地ほか 
３ 建物設置者       新京成電鉄株式会社 代表取締役 片岡遼一 
４ 小売業者名       株式会社イトーヨーカ堂ほか 
              (業種：食料品、衣料品中心のショッピングセンター)  
５ 変更しようとする事項 
（１）荷さばき可能時間帯 

    （変更前）  午前５時から午後７時 
   （変更後）  午前４時から午後７時 

 ６ 変更年月日  平成２３年３月３１日          
７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月２５日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年３月１１日～平成２３年７月１１日 
（３）説明会       平成２３年３月２２日不開催報告（震災のため来場者の安全確保が困難）  
８ 市町村・住民等の意見 
（１）習志野市の意見   なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年７月１２日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、荷さばき時間の変更で、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 
（２）法第８条第２項に基づく習志野市からの意見、同条第２項に基づく住民等の意見がともになかったこと。 
（３）千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２０，１８３㎡ 

２ 駐車場の収容台数：７３０台 

３ 駐輪場の収容台数：２５３台 

４ 荷さばき施設の面積：７１３㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１２２㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後１１時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午前１１時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：６か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前４時～午後７時 



報告案件 ７          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  株式会社イトーヨーカ堂新浦安店                              
２ 所在地         浦安市明海１２番地ほか 
３ 建物設置者       森トラスト総合リート投資法人 執行役員 堀野 郷  
４ 小売業者名       株式会社イトーヨーカ堂(業種：総合店) ほか 
５ 変更しようとする事項 

荷さばきを行うことのできる時間帯 
    （変更前） 午前６時から午後１０時 

   （変更後） 午前４時から午後１０時 
 ６ 変更年月日      平成２３年３月１７日 

７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月２５日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年３月１１日～平成２３年７月１１日 
（３）説明会       平成２２年３月２２日 不開催事由等報告書受理 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）浦安市の意見    あり 
（２）住民等の意見    なし 
 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年８月１６日通知 
  ＜理由＞ 
（１）この届出は、荷さばき作業時間を早朝に繰り上げるものですが、夜間の騒音レベルの最大値が 

基準値を上回るものの、保全対象側において現況騒音が予測値を上回っており、周辺地域の生活 
環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 

  （２）法第 8 条第 1 項に基づく浦安市の意見に対して適切に対応されていること。 
（３）法第８条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：２３，３６０㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１，２７６台 

３ 駐輪場の収容台数：８３６台 

４ 荷さばき施設の面積：４４４．８１㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１２５．７㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

閉店時刻：午後１０時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後１０時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：３か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

午前４時～午後１０時 



報告案件 ８          変更事項届出の概要（法附則第５条第１項）         （第８９回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  （仮称）スーパーマスダ我孫子湖北店                              
２ 所在地         我孫子市中里３３５番１ほか 
３ 建物設置者       株式会社エコス 代表取締役 平 邦雄  
４ 小売業者名       株式会社マスダ(業種：スーパーマーケット)  
５ 変更しようとする事項 
（１）小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
   （変更前）午前１０時から午後７時３０分 
   （変更後）午前９時から午後９時４５分 
（２）駐車場を利用することができる時間帯 
   （変更前）午前１０時から午後７時３０分 
   （変更後）午前８時３０分から午後１０時 
（３）荷さばきを行うことのできる時間帯 

    （変更前） 午前７時から午後５時 
   （変更後） 午前６時から午後１０時 

 ６ 変更年月日      平成２３年３月２０日 
７ 処理経過 
（１）届出日       平成２３年２月７日 
（２）公告縦覧期間    平成２３年２月２２日～平成２３年６月２２日 
（３）説明会       平成２２年３月１４日  
８ 市町村・住民等の意見 
（１）我孫子市の意見    なし 
（２）住民等の意見     なし 
 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２３年６月３０日通知 
  ＜理由＞ 
（１）この届出は、開店時刻及び閉店時刻、駐車場の利用時間帯並びに荷さばき作業時間を変更するものですが、 

騒音も全ての予測地点で環境基準を下回っており、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は少ないものと認められること。 
  （２）法第 8 条第 1 項に基づく我孫子市及び同条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：４，９７１㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１００台 

３ 駐輪場の収容台数：１８０台 

４ 荷さばき施設の面積：６０㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：３１．２㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

閉店時刻：午後９時４５分 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後１０時 

８ 駐車場の出入口の数：３か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

午前６時～午後１０時 


